
令和５年度中小企業等外国出願支援事業 １次募集のお知らせ 
 
 

 (公財)北海道 中小企 業総合支援 センタ ーで は、海外特 許出願 等に 取り組む道 内中小 企

業者等を支 援する 中小 企業等外国 出願支 援事 業（特許庁 ・北海 道経 済産業局事 業）の 令

和５年度募 集を次 のと おり実施し ます。  

 

募集期間 令和５年４月２０日（木） ～ 令和５年５月３１日（水）【１７時必着】 

 

 

■ 対 象 者 道内 の 中小 企 業 者等 

（ ア ）中 小 企 業 支 援 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 に 規 定 す る 中 小 企 業 者 又 は そ れ ら の 中

小 企 業 者 で 構 成 さ れ る グ ル ー プ（ 構 成 員 の う ち 、中 小 企 業 者 が ３ 分 の ２ 以 上 を 占 め 、中

小 企 業 者 の 利 益 と な る 事 業 を 営 む 者 ） 。 た だ し 、 み な し 大 企 業 を 除 く 。  

（ イ ）地 域 団 体 商 標 の 登 録 を 受 け る こ と が で き る 者 の う ち 、事 業 協 同 組 合 そ の 他 の 特 別 の 法

律 に よ り 設 立 さ れ た 組 合 、商 工 会 、商 工 会 議 所 及 び 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 ２ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ） 。  

※次のいずれかに該当していること 

・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を

計画していること。 

・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。 

 

■ 対 象 とな る外 国 出願  

申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願（PCT出願を含む。）、実用新案登録出願、

意匠登録出願及び商標登録出願を行っている出願であって、次の(ア)～(エ)いずれかに該当する方

法により、年度内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定であること。 

（ア）パリ条約等に基づき、同条約第４条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行

う方法（ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。） 

（イ）特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（ＰＣＴ出願を同国の国内段階に移

行する方法）（ダイレクトＰＣＴ出願の場合、ＰＣＴ出願時に日本国を指定締約国に含み、国内

移行する案件）。 

（ウ）意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（以下「ハーグ協定」という。）

に基づき、外国特許庁への出願を行う方法（この場合、｢既に日本国特許庁に行っている出願｣に

は、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。） 

（エ）マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。 

※外国特許庁への出願の基礎となる国内出願及び予定される外国特許庁への出願が申請者である

中小企業者等による出願であること。 

 

■ 補 助 率 

 補助対象 経費の ２分 の１以内  

 

■ 補 助 限度 額 

①１企業に対する１事業年度内の補助限度額 ３００万円 

②１出願に対する１事業年度内の補助限度額 

（ア）特許出願 １５０万円 

（イ）実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願（冒認対策商標を除く）６０万円 

（ウ）冒認対策商標 ３０万円 

 
■ 補 助 対象 経費 

 対 象 経 費 内    容 

 外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費 

 現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 

 国内代理人費用  外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 

 翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 

 その他 その他特に必要と認められる経費 



※ 対 象 経 費 に つ い て  
・日 本 国 内 の 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 、海 外 の 付 加 価 値 税 及 び サ ー ビ ス 税 等 は 補 助 対 象 と な り

ま せ ん 。  

・ 先 行 技 術 調 査 に 係 る 費 用 は 補 助 対 象 と な り ま せ ん 。  

・交 付 決 定 日 以 前 に 発 生・支 払 っ た 経 費 及 び 令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日 以 降 に 発 生・支 払 わ れ る 経

費 は 補 助 対 象 と な り ま せ ん 。  

・日 本 国 特 許 庁 に 支 払 う 費 用（ Ｐ Ｃ Ｔ 出 願 に 要 す る 国 際 出 願 手 数 料 及 び 商 標 法 第 ６ ８ 条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る 国 際 登 録 出 願 に 要 す る 本 国 官 庁 手 数 料 等 を 含 む 。 ） は 補 助 対 象 と な り ま

せ ん 。  

・他 の 事 業 者 と の 共 同 出 願 の 場 合 に は 、支 援 対 象 企 業 の 持 ち 分 比 率 に 応 じ た 額（ た だ し 、支

援 対 象 企 業 が 負 担 し た 額 の 範 囲 内 ） を 補 助 対 象 と し ま す 。  

・外 国 特 許 庁 に 出 願 料 を 支 払 っ た 後 に 追 加 的 に 外 国 特 許 庁 に 支 払 う 費 用（ 出 願 に 不 備 等 が あ

っ た 場 合 の 補 正 費 用 な ど ） は 年 度 内 に 支 払 わ れ た 費 用 で あ っ て も 補 助 対 象 と な り ま せ ん 。  

 

■ 事 業 期間 

交付決定日から令和6年３月10日まで  

事業が完了した日から３０日以内または令和６年３月１５日のいずれかの早い日までに

所定の報告書にて事業の完了報告を行っていただきます。 
 

■スケジュール（予定） 

令和５年（２０２３年）                    令和 6 年（２０２4 年） 

４月２０日●     ●５月３１日  ●６月下旬         ●3 月 15 日      ●3 月末 

 募集開始       募集終了   審査会・交付決定     実績報告      補助金交付 

    

■ 選 定 方法 

①審査方法  

当センター が設置 する 審査委員会 におい て申 請書類の審 査をし 、採 否を決定し ます。 

 

②審査基準  

・先行技術 調査等 の結 果からみて 外国で の権 利取得の可 能性が 明ら かに否定さ れない

と判断され る出願 であ ること。  

・助成を希望 する出願 に関し、外国で権 利が 成立した場 合等に 、当 該権利を活 用した

事 業 展 開 を 計 画 し て い る こ と 。 ま た は 、 助 成 を 希 望 す る 商 標 登 録 出 願 に 関 し 、 外国

における冒 認出願 対策 の意思を有 してい るこ と。  

・産業財産 権に係 る外 国出願に必 要な資 金能 力及び資金 計画を 有し ていること 。  

・当該間接補 助金の交 付を受けた 中小企 業等 においては 、中小 企業 等海外出願・侵害

対 策 支 援 事 業 費 補 助 金 （ 中 小 企 業 等 外 国 出 願 支 援 事 業 ） 実 施 要 領 第 ２ ３ 条 の 規 定に

よる査定状 況等の 報告 を補助事業 者が確 認で きること。  

※ １ 賃 上 げ を 実 施 す る 企 業 に 対 し て 、 審 査 上 の 加 点 措 置 を 実 施 し ま す 。  

※ ２ 審 査 内 容 や 審 査 結 果 に 関 す る お 問 い 合 わ せ に は 回 答 い た し か ね ま す の で 、予 め ご 了 承

願 い ま す 。  

 

■ 申 込 方法 

募集要項を ご覧の 上、中小企業等 海外出 願・侵害対策支 援事業 費補 助金交付申 請書に

所定の事項 を記入 し、添付書類と ともに 提出 願います 。【支部 では 受付してお りませ ん】 

※ 募 集 要 項 及 び 申 請 書 様 式 は 当 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。 
 ※補助金 申請シ ステ ム「jGrants（ J グ ラ ンツ）」を 併用し た申 請も可能で す。  

 

■提出先（問い合わせ先） 

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部企業振興 G（助成支援） 

〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階 

 TEL：011-232-2403 Mail：jyoseishien@hsc.or.jp HP：https://www.hsc.or.jp 

 


